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一　はじめに

　近代日本外交史における満洲事変の重要性については，殊更に述べるまでもない。特に同事変
は，満洲国の建国という結果をもたらし，それに起因し，対外的には，日本は国際連盟から脱退
することとなった。また，対内的には，建国に至る一連の経過が，五・一五事件を誘発すること
になる。五・一五事件は，戦前における日本の政党政治の終焉を象徴するできごとであり，国際
連盟脱退が，日本の国際的孤立を招来したことは周知の通りである。これにつづく軍部勢力の拡
大と，日独伊三国同盟の結成は，このような国内および国際政治の行き詰まりの帰結であり，日
中全面戦争への突入から太平洋戦争にまで拡大する軍事力の使用は，当時の日本政府が抱えた難
問解決のための突破口として選択された道でもあった

1）
。

　ところで，以上に掲げた論説が通説になったのは，戦後以降のことであったが，戦前の理解で
はなかった。逆に言えば，連盟脱退は日本にとってそれほど不利にはならないと判断したのは，
戦前日本社会の共通認識であった。
　言い換えれば，当時日本の共通認識としたのは，強者が弱者を制覇するのが世の常である，と
いうことだ。国際社会でも，例外ではない。強国日本が，弱国中国に進出することも，それまで
国際社会で繰り返し演じられてきた史劇の一幕に過ぎない。このような中国に対する日本の行動
は，かつて他の強国の間でも行われてきた。他国の領土への進出が罪になるとは限らないという
のは，強国の共通認識でもあった。したがって，彼らは，満洲事変に巻き込まれたくないとし，
かえって日本の立場に同情を寄せたのである。このことは，事変初期に連盟が何の対応もとらず，
また，事変後期においても，日本を制裁しようとしなかった原因である。
　したがって，従来の国際政治のルールに沿い，行動してきた日本政府としては，列強の干渉を
受ける懸念がない限りにおいて，例え日本が国際連盟と対立したことがあっても大きな損害にな
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らないと考えたわけである。このように脱退を巡って，戦前と戦後の評価がまったく異なってい
る以上，いかなる理由で戦前の日本政府が脱退の代価を正確につかめなかったかを検証すること
は，それなりの意味があると思われる。とりわけ満洲事変をめぐる日本外交に関する研究は既に
数多く出されているが，当時の日本政府がいかなる国際認識に基づき，国際連盟を脱退しても差し
支えないだろうという結論を出してきたのかについて検討したものは，管見する限り見当たらない。
　本稿では，中国が満洲事件勃発後の1931年９月21日に「日本軍の侵略行為」という名目で国際
連盟に正式に提訴してから，日本が連盟脱退を公言するに至る17ヶ月の間に，この問題をめぐる
日中両国の態度および国際連盟でどのように議論されたかに焦点を当て，列強の態度と国際公議
の醸成とのかかわりを明らかにする。また，こうした国際公議がいかなる理由で，従来の大国密
室政治を打ち破り，満洲事変に対する国際連盟の対応を左右できたかという経緯を検討する。さ
らに，この国際公議がいかなる過程で国際政治を動かせる新興した勢力になってきたのかを研究
する。

二　日中両国の基本的態度

　周知のごとく，満洲事変は一部の関東軍の計画により勃発した。こうした関東軍の独走に対し
て，若槻礼次郎内閣は当初から事変に参与せず，また勃発後も事変に乗るつもりはなかった。事
変
2）
に対する政府の対応は「不拡大方針」であった

3）
。この方針は，日本の駐国際連盟代表・芳沢謙

吉が事変勃発の翌日に理事会で正式に宣言し，連盟に伝えられた
4）
。

　ところで，事変に対する若槻内閣の対応はそもそも列国に対する配慮から生まれたものである。
つまり，満洲における日本権益拡大に関して，内閣は基本的に反対の意思はなかったが，列国の
干渉を考慮し，事変を収めようとしたのである。したがって，列国が日中両国の紛争の渦中に巻
き込まれたくないとしていると判明したうえで，内閣は関東軍の軍事活動の拡大を追認していく
ことになった

5）
。

　内閣方針の変更は，事変をめぐる幣原喜重郎外務大臣の姿勢の変更に伴って現れた。つまり，
事変初期において幣原は，国民政府との直接交渉により，事変を収拾しようとしたのだ。このよ
うに直接交渉を唱えることは，彼の不拡大方針とは対照的なものでありながら，国際連盟での日
本代表の主張には一致した。即ち，日本は満洲に領土的な野望を持たず，中国と戦争するつもり
はない。日本政府には平和交渉によって両国の難問を解決する誠意が十分あり，国際社会は事変
に対する干渉を控えるべきである。これが国際連盟での日本代表の主張であった

6）
。

　ただし，事変後に関東軍の軍事活動が意外にスムーズに展開されたこと，また多くの満洲在地
有力者が張学良を見捨て，関東軍に協力を示したこと，さらに列国が事変に対して傍観的な態度
を取ったことなどにより，幣原は事変反対から容認へと転換していった

7）
。

　内政不干渉から内政干渉に踏み込んだのは，こうした幣原の変更振りを端的に物語っている。
事変初期，幣原は内政不干渉を唱えながら，傀儡政権樹立に反対し，それへの関与にさえも賛成
しなかった。しかしその後，関東軍占領下の各地方治安維持会成立への支持を契機として，満洲
を拠点とした旧張学良政権の駆逐をも認めた

8）
。
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　日本側による国際連盟の関与拒否から関与賛成への転換も，こうした幣原の方針転換の延長線
上のものとして現れた。すなわち，事変初期において，中国代表・施肇基は国際連盟による現地
調査団の派遣を主張したが，芳沢謙吉代表は日中両国の問題はあくまで両国間で解決すべきであ
り，連盟の干渉を歓迎しないとしたのである

9）
。しかし11月21日には，彼はそれまでの拒否から一

転して賛成を示し，さらに主体的に連盟理事会に対し，改めて国際連盟による事変現場への調査
派遣を提議した

10）
。つまり，国際連盟の制裁を受ける恐れがなくなった以上，逆に連盟を利用して，

満洲における既成事実を認めさせようとすることが，幣原外交の新方針になった。
　1931年12月11日に若槻内閣は，閣内不統一の理由で総辞職した。後をついだのは，政友会の犬
養毅内閣であった。犬養内閣誕生とともに提出された新しい対中政策は，増兵であった。12月17
日に中央から，27日には朝鮮などから増派されることが決定した

11）
。この狙いは錦州進攻であった。

錦州には，奉天陥落以来，東北辺防総司令長官公署と遼寧省政府行署が移され，満洲行政の拠点
となっていた。したがって，錦州は中国が満洲を実効支配している象徴とされた。犬養が関東軍
の錦州進攻を支持したのは，満洲にいる張学良勢力を徹底的に駆逐しようとする兆しである。
　若槻内閣の増兵反対とは異なる政策を採用した犬養内閣は，表面上は関東軍の軍事活動を支持
したが，関東軍の満洲国建設計画には反対した。つまり，彼によれば，中国の主権，独立，領土
保全の原則，門戸開放政策が九ヵ国条約に参加した列国から保証されている以上，満洲国樹立は
これらの原則に違反し，必ずや列国との衝突を招く。満洲国の樹立と日中親善の促進は両立しえ
ないという現状に鑑み，日本は日中友好関係を犠牲にしてまで満洲国の樹立を進めるべきもので
はないと考えたのである。さらに，対ソ戦略への配慮からも，満洲国の樹立を阻止すべきである
と犬養は主張した。すなわちソビエトの第一次五ヵ年経済計画が完成されると，日本の対満政策
に対して容認する姿勢を取ってきたソ連の従来の極東政策は，必然的に変化してくる。満洲問題
をめぐって日ソの衝突が不可避であることを考えれば，日本にとって中国の友情を獲得しておく
ことは必須の問題である。したがって，対ソ戦略の立場から，満洲国樹立に反対すべきであると，
犬養は考えたのである

12）
。

　代案として犬養は，満洲は中国の一部であることを前提とし，張学良政権以外に新しく自治政
権を築くことによって，日中両国の平等な経済提携を行おうとする計画を企てた。この代案を実
現するために，彼は，中国国民政府の要人と辛亥革命以前から関係を持っていた萱野長知を，個
人的密使として中国へ派遣することを決めた。犬養首相は，国民政府首脳との直接交渉を通じて
中国側との妥協を図り，既成事実をもって東北地方における軍部の独走を抑えようと企図したの
である

13）
。

　萱野の平和交渉活動は，国民政府に歓迎される。彼は行政院長・孫科との交渉により，次のよ
うな結論をまとめた。すなわち，満洲は中国の一部であるという原則に基づき，東北委員会とい
う行政組織を通して，満洲における日中両国の平等な経済提携を企図した

14）
。ここでの平等とは，

主として，満洲全域において日本国民が雑居の自由および土地の商租権を持つことである
15）
。つま

り，1915年に日中間に締結された二十一ヶ条条約の第二項目の第二条と三条を復活させ，実現し
ようとするものであった

16）
。

　しかしながら，萱野を密使とする日中和平交渉は，結局，外務省事務局の反対及び陸軍，海軍
の圧力によって挫折した

17）
。犬養総理自身もその後，1932年の５・15事件で暗殺される。周知の通
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り，犬養の死によって，悪化する日中関係における貴重かつ希少な窓口が閉ざされ，戦前日本の
政党政治の終焉がもたらされた。
　相次ぐテロの嵐の中で登場したのは海軍大将出身の斎藤実内閣であった。前任の犬養が満洲国
の承認を棚上げにしたことによって暗殺された以上，斎藤内閣がこれを堅持するのは難しいだろ
う。特に，斎藤内閣誕生の翌月，衆議院で満洲国承認決議案が可決された

18）
。このように，軍部を

始め，議会は承認促進論で沸きかえっており，同年９月15日，斎藤内閣はついに満洲国の承認に
踏み切るのである。
　斎藤内閣が国際連盟から派遣された満洲事変調査団の報告書を待たずに

19）
，満洲国を承認したこ

とは，連盟に事変の調停を斡旋する余地を与えないことになる。したがって，既定事実をもって
連盟に承認させることが，斎藤内閣の新しい方針になった。
　このように，連盟への日本の対応は内閣の交代によって変わってきたが，中国の対応は事変初
期を除き，ほぼ一貫している。事変勃発当日，国民政府主席・蒋介石は首都南京から江西省方面
へ出発した。この時期は三回目の勦共作戦の最中であり，彼は南京と勦共作戦現場の間を往復し
ていた。蒋が南京を留守にしていたため，国民政府は事変勃発当初の二日間，満洲問題に対して
如何に対処するかについて明確な方針を示さなかった。そして満洲事変勃発の翌日，財政部長宋
子文は個人的に，「両国から本事件のため三名ずつの有力な委員を選定して調査および処理に当
たらしめる」とする意見を当時の中国駐在公使・重光葵に提出したのである

20）
。

　９月21日，蒋介石は勦共作戦中の江西省の戦場から南京に戻り，国民政府の満洲事変対策は明
確に定まった。すなわち，国民政府は満洲事変について国際連盟を通じて解決することとしたの
だ。国民政府の方針が明確化したのに伴って，中国の国際連盟代表は「日本軍の侵略行為」とい
う名目で連盟に正式に提訴し，平和擁護義務を規定する連盟規約第11条によって，連盟事務総長
に対して理事会開催を文書で要求した。この時から，国民政府は国際連盟に全面的に依拠し，問
題解決についてのすべての期待を国際連盟に寄せることになる。
　この結果，宋子文は日中直接交渉の実現を断念した。幣原喜重郎外務大臣が日中直接交渉に前
向きに応じようとする返電を送ってきた時には，宋子文は「状況の変化」を理由に自らの提案を
撤回したのである。宋子文の反応は，当時の国民政府の思惑を反映したものだ。つまり，関東軍
の軍事行動が広範囲におよんでいる以上，簡単に撤退するはずがないと判断したのである。かか
る情勢において，中国と日本の直接交渉では，日本が事変を通して作り出した状況を認めさせら
れるだけの結果に終わる恐れがある。また，日本政府がどこまで関東軍を制御できるのかについ
ても疑念があり

21）
，国民政府としては国際連盟に全面的に依拠することにした。

　蒋介石の1931年９月21日の日記によれば，満洲事変の解決を国際連盟に委ねることは，彼自身
の提案であったが，同時に政府内部の共通認識にもなった

22）
。共通認識になった理由は，事変への

対応のために成立した特種外交委員会
23）
委員長の戴傳賢が党中央政治会議に提出した報告書に伺わ

れる。戴は，満洲事変の解決について国民政府が国際連盟の仲裁を選択しなければならない理由
として，二点を挙げている。第一に，国際世論の支持を得るため。すなわち，満洲事変の解決そ
のものは国際連盟に期待できないとしても，日本の侵略を国際世論によって牽制することは可能
である，ということだ。また，中国に有利な国際環境を作ることは，日中交渉にも役に立つと考
えられた。第二に，国際連盟に訴えることにより，国民の関心を国際連盟に向けさせることがで
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4 立命館経済学（第62巻・第１号）

4



きる。国民政府の責任を国際連盟に一部振り分けることは，国民政府の政権維持にとってたいへ
ん重要な意義を持つのだ

24）
。

　ところで，何ゆえ日中直接交渉は最後まで拒否されたのか，この問いは蒋介石の国際認識から
答えられる。彼は次のように考えていた。中国は「二等植民地」であり，世界の列強が精力的に
進出する権力の真空地帯である

25）
。したがって，中国を独占しようとする日本政府の対中政策は必

ずや列強との衝突を齎す。国際連盟が満洲事変に対し十分に機能しなかったのは，列強が戦争準
備の体制を整えていなかったためである。けっして中国に無関心であったためではない。従って，
国民政府は日本の軍事行動に対し，なるべく静観して時機を待つべきである

26）
。

三　列強の反応

　「中国の主権，独立並其の領土的及行政的保全を尊重すること」は，九ヶ国条約第一条の規定
である。したがって，国際社会で中国問題にもっとも関心を持っていたのは，この条約に加盟し
た国々であった。同条約は1921年２月，ワシントンで結ばれ，参加した国は，中国のほか，日，
米，英，仏，伊，ポルトガル，ベルギー，オランダの計九ヶ国である。
　ここに示されるように，中国に利権を持つ国が集まったのが，この条約の特徴だ。これを考慮
すれば，これらの国々が満洲事変にいかなる反応を示したのかということが，事変に対する国際
社会の動向を理解する鍵になる。特に，中国での利権がもっとも大きく，また国際連盟常任理事
国であったイギリスの対応は，その動向を知るてがかりとして，最初に考察する価値がある。
　満洲事変勃発の日は，イギリスが金本位制離脱を余儀なくされた日でもあった

27）
。これは，国内

に270万人の失業者があり
28）
，また，金と外国為替の海外への流出が急増してポンド危機に直面し

たイギリス政府の緊急政策である
29）
。このように国内の恐慌対策急務の時期に，遠く離れた極東の

満洲事変をイギリス政府が大々的に取り上げるはずはなかった。
　イギリス政府が事変初期に積極的な姿勢を示さなかった原因には，関心の中心ではなかったと
いうことのほかに，国民政府に対する評価の低さもある。事変勃発の原因には，中国国民，政府
側の政治家・論客が，満洲における日本の重大権益を認めず，日中提携の利益を拒否して不穏の
空気を醸成したこともあるとされた。また，日本は中国側から数回にわたって侮辱を受けたにも
かかわらず，これまで驚くべき忍耐を示していたが，ついに堪忍袋の緒が切れたのであろうとす
る新聞の論評もあった

30）
。これらはイギリス全体の雰囲気を伺わせている。

　このように，イギリスは植民地権益保護という共通の利益
31）
によって日本に同情し，事変勃発当

初，国際連盟の理事会で次のような姿勢を示した。すなわち，国際連盟は日中両国の紛争の渦中
に入ることを避け，事変に関わる問題は両国直接交渉によって解決すべきである，と

32）
。

　しかし1932年１月28日に上海事変が勃発し，中国における核心的な利益が直接脅かされた。す
ると，中国本土での日本軍の軍事活動に対してはこれを牽制すべきである，という提案がイギリ
ス政府内部にも浮上した。ただし，イギリスの対外政策には，それなりの枠組みがあった。この
枠組みを適切に表現しているのは，1934年６月４日に海軍軍令部長サー・アーンリ・チャトフイ
ールド（Ernle Chatfield）が友人に出した手紙である。すなわち，イギリスは「誰ともけんかをし

（　　）

5満洲事変をめぐる列強の態度と国際公議の醸成（黄）

5



たくないという特別な立場にある。それは，われわれがすでに世界の大部分，その最良の部分を
手中におさめており，今の望みはすでに手に入れたものを維持し，他から奪われないようにする，
ということだけだからである

33）
」というものである。

　この手紙に秘められたイギリスの対外政策の狙いは，次のように纏められる。つまり，第一に，
イギリスはあらゆる国との衝突を避けたい。第二に，現状を維持したい。イギリスとしては，こ
の二つの目標を同時に達成することが理想であるが，両立できない場合にはいずれかを選択しな
ければならない。日本という大国に直面する場合は，さらに慎重に考慮すべきである。とりわけ，
地政学的視野を取り入れる必要があった。
　表１に示したのは，事変勃発時期における日，英，米，仏の四ヶ国の艦船数である

34）
。数字のみ

をみると，四ヶ国のうち，海軍力は大きい方から，英，米，日，仏の順であった。

表１　日，英，米，仏四ヶ国の艦船数（1931―1932年）

国 航空母艦 戦　艦 重巡洋艦 軽巡洋艦

英 国 6 12 3 50

米 国 4 11 7 11

日 本 3 10 12 19

仏 国 1 9 0 19

　他方，作戦については，さまざまな要素を考えあわせなければならない。特に極東地域に限定
すると，地理的要素を考慮すべきである。表２に示したのは，英，米，日の三ヶ国の海軍基地か
らアジアの重要拠点までの距離である

35）
。例えば，イギリスからスエズを経由してシンガポールま

では4927海里であり，シンガポールから上海までは2428海里だ。これに対して，佐世保から上海
までは449海里，シンガポールまでは2428海里である。シンガポールが戦場となった場合，両国
の距離標は２：１であるが，上海が戦場の場合，両国の距離標は５：１となる。

表２　英，米，日の三ヶ国の海軍基地とアジアの重要拠点の間の距離 （単位：海里）

海 軍 基 地 シンガポール ホノルル グアム マニラ 上海

ス エ ズ 4,927 7,099

シ ン ガ ポ ー ル 2,172

サンフランシスコ 2,091 5,421 6,918

ホ ノ ル ル 3,330 4,827

グ ア ム 1,497

佐 世 保 2,428 1,318 449

台 湾 543

　こうした地理的な制約を反映して，1932年２月１日に海軍大臣エアズーモンセル（Eyres 
Monsell）は，外務大臣サイモン（John Simon）ら閣僚に次のような報告を配布した。すなわち，
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万一中国で日本軍と戦うことになれば，天津と上海に駐屯した陸軍は優勢な日本軍に包囲され，
投降するしかない。そして，上海と揚子江で巡航している巡洋艦も日本軍の攻撃にさらされるに
違いない。さらに，香港とシンガポールさえも危なくなる，とするものである

36）
。

　軍事面で日本軍と対抗できない以上，日本との衝突を避けるしかないとするのが，当時のイギ
リス外務省の立場であった。外務次官ウァンシタート（Robert Vansittart）が「われわれはいかな
る状況においても，戦争の用意がない限り，経済的，外交的関係の断絶を考えることはできな
い
37）
」と言ったのは，この現実を語っている。
　日中両国の紛争に関し，イギリス政府は中国側に立ちつつ日本との衝突を避けようとした。そ
して，事変初期には，中国の妥協によって，紛争を鎮静化させようとする対応をとった。ただし，
前述したごとく，当時，中国におけるイギリスの既存利益は最大であり，現状維持も同政府の政
策である。そのため，日本の軍事活動が南満洲の既得勢力範囲を越え，極東地域の国際秩序に挑
戦することになった場合，イギリス政府は国際連盟の権威を維持するためにも，日本の軍事活動
に反対せざるを得ない状況に置かれる。他方で，イギリス政府のこうした対応は，あくまで国際
連盟で採択された勧告決議への賛成に留まり，それ以上に積極的な対応は取られなかった。
　満洲問題よりも自国の恐慌対策を重視する立場では，アメリカもイギリスと同様であった。
1931年の一年間にアメリカでは2298行の銀行が破産になったことを思い起こせば，同国の経済が
いかに厳しかったかがわかるだろう。アメリカ政府は世界経済を立て直し，国内の物価暴落や失
業問題を解決するために，未開発地域への輸出や投資を一層促進させなければならないと考えて
いた。低開発国への投資の安全を確保するためには，先進国間の協調が不可欠である。したがっ
て，アメリカ政府は日本とできる限り協調して中国市場を開拓しようとし，満洲事変の際には，
何とかして日本との対立を避け，国際協調の枠組みの中で同事変を処理しようとした。その背景
には，こうした思惑があったのだ

38）
。

　日本との経済協力関係構築への期待に加え，事変初期，スチムソン（Henry L. Stimson）アメリ
カ国務長官は，日本外務大臣幣原喜重郎を親米勢力と位置づけ，幣原との協力関係によって事変
を円満に解決できると判断していた。アメリカ政府はこうした期待をもとに，事変に対する外部
の干渉に反対し，日中両国を直接交渉の道に進めようとしたのである。国際連盟で満洲への調査
団派遣の議論が出た際にも，彼は反対した。国際的な干渉は軍部に対抗する幣原の平和解決を妨
げることになると考えたからである。
　しかし，10月８日，関東軍は錦州爆撃を決行し，幣原がどこまで関東軍を制御できるのかにつ
いて疑念が高まった。スチムソンは日本に対してもある程度の外圧が必要であると考えるように
なった。国際連盟理事会にオブザーバーとして参加したことは，彼の事変に対する態度の変化の
表れであった。
　ただし，アメリカが理事会に参加しても，事変を早期解決させる効果はなかった。事変がスチ
ムソンの期待に反して拡大する一方で，若槻内閣の瓦解とともに彼が信頼した幣原さえも外務大
臣の職から退くことになった。
　日本の内閣が交代し，さらに錦州占領，満洲からの張学良勢力の駆逐へと進んだことは，スチ
ムソンの態度をさらに硬化させることになる。スチムソンは，1932年１月７日，「九カ国条約を
侵害し，不戦条約に違反することによって，中国の現状を変更することは承認できない」と宣言
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して，これに対応した
39）
。ただし，この宣言は言葉上のもので，現状変更の合法性を承認しないと

するのは趣旨であり，武力制裁はなしえず，道義的非難しか行えないという限界があったのも特
徴である

40）
。

　日本の軍事活動には反対したが，道義的非難しか行えなかった最大の原因は，日本に対抗する
軍事力を持たなかったことである。艦隊の数字のみをみれば，アメリカは日本に負けない海軍力
を持っていた。しかし，地理的要素を踏まえれば，異なる見解が出るだろう。
　ホノルルはアジアにおけるアメリカの最大の海軍軍事基地であるが，ホノルルからアメリカ本
土でもっとも近い港サンフランシスコとの距離は，2091海里である。また，ホノルルから太平洋
を横断して西のグアムまでは3330海里であり，グアムからさらに西，フィリピンのマニラまでは
1497海里だ。したがって，フィリピンを中心とすれば，アメリカ本土のサンフランシスコとマニ
ラの距離は6918海里，グアムからマニラまでは1497海里である。他方，日本からは，佐世保から
マニラへの距離が1318海里であり，台湾からマニラまでは543海里である。すなわち，マニラが
戦場となった場合，両国本土の距離標は５：１であり，もっとも近い軍事基地からの距離標は
３：１になる。
　このような不利な要素のため，1932年，米国海軍は，極東で日本と戦争が起きれば，「フィリ
ピンを防衛することができない」と結論を出した

41）
。軍事面で日本軍と対抗できず，また経済的，

外交的関係の断絶という厳しい手段も取れず，道義的非難しかできなかったのである。
　ところで，こうした道義的非難さえも列国の同意を得られなかった。イギリスは，条約上の権
益が侵害される前に行動を起こすことは尚早であり，不必要な摩擦を起こすだろうと主張した

42）
。

フランスをはじめ，イタリア，オランダ，ベルギーなどの九カ国条約の加盟国がこれに相継ぎ，
イギリスにならってスチムソンによる不承認の覚書に賛同することを拒んだ

43）
。

　九カ国条約加盟国のほか，中国の領土に関心を持つ国にはソ連があった。ソ連は満洲事変に対
して形勢傍観の中立的立場をとったが

44）
，コミンテルンは活発な反対運動を行った。1931年11月６

日にコミンテルンは，満洲事変は「蒋介石と国民党を相手に戦うものではなく，中国の労働者諸
君，及び中国革命を相手とした戦争であり，我らコミンテルンをも相手とする戦争である」，「日
本の満洲攻撃は，反ソ大戦争の準備である

45）
」とする宣言を発表した。このようにコミンテルンは

満洲事変を反ソ大戦の準備と位置づけたのである。さらに同年12月29日，中国共産党に対し，直
ちに労働者と学生との共闘戦線を築き，反帝国運動と反国民党運動のためのストライキを起こさ
せようと求めた

46）
。

　こうしたコミンテルンの対応を検討すると，ソ連にとって，満洲事変は二つの意味を持ってい
た。ひとつは，ソ連攻撃の序曲であり，もう一つは，国民政府打倒の好機である。満洲事変を敵
同士の戦いとして，中立の体制をとったのである

47）
。国際連盟の活動に対しても，加盟国ではない

ことを理由に参与を拒んだ。
　しかし，ソ連政府は満洲国成立後，一層日本の脅威を感じ始めた。敵の敵は友人になると考え
ていたソ連政府は，1932年６月から国民政府との交渉を再開し，同年12月12日，両国は国交を回
復した

48）
。他方，国交回復にもかかわらず，外蒙古における中国主権の否定，新彊におけるソ連勢

力の浸透，中国共産党の支援などの問題において，ソ中両国の対立は残されたままとなった。両
国間に協力関係ができるのは，ソ中不可侵条約の調印を契機とする

49）
。すなわち，盧溝橋事件勃発
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後，1937年８月21日に不可侵条約が調印された日からである。それ以前には，ソ連は日中両国の
紛争に関与をしないという姿勢を保った。

四　国際公議の醸成

　満洲事変勃発の際，国際連盟には55の加盟国があったが，1933年２月24日に連盟で満洲事変に
関する報告書が表決された際に，投票に参加したのは44ヶ国のみである。11ヶ国は事変に関心を
持たず，投票に参加しなかった

50）
。言い換えれば，九カ国条約の参加国以外で，投票に参加したの

は35カ国ということだ。これらの国がいかなる認識で事変に関心を示したのか，また，地域によ
って事変に対する関心がいかに異なっていたのかを検討することが，本節の主旨である。
　ところで，イギリスのかつての自治領である英連邦諸国も事変に対して共通の立場をとったの
で，ここで特に取り上げておく。すなわち，英連邦諸国は日本に同情を寄せた。例えば，1932年
12月８日に連盟でリットン報告書を審議する第十三回会議が開催された際に，カナダ代表カーハ
ン（Charles Hazlitt Cahan）は，次のように指摘した。すなわち，紛争勃発の原因の一つは，中国
が排外的思想を外交手段として利用したことにある，という指摘だ。日本が満洲で直面した困難
は，イギリス政府が1927年の北伐時期に中国の本土で直面したことでもあった。連盟は事変に対
する義務を規約第15条第３項

51）
に止め，日本に対する制裁を控えるべきである。同じ日，オースト

ラリア代表ブルース（Stanley Melbourne Bruce）は次のように述べた。中国における日本の利益
と日本国民の安全が中国政府によって保障されえないのは，中国政府が自国の国民の活動を制御
できないためであり，紛争の責任がすべて日本側にあるとはいえない。日本に対する一方的な非
難を止めるべきである，と唱えた

52）
。

　こうした論調に対しては，ラテンアメリカ諸国が反対の意見を主張した。例えば，1931年12月
10日に連盟理事会が満洲への調査団派遣を決議した後に，グアテマラ代表マトス（Jose Matos）
がこの決議を支持したのは，加盟国日本が懸案を口実として相手国である中国と直接交渉するこ
とが許せなかったからである。言い換えれば，彼は，調査団がこの信念を貫き通すことを期待し
ていると強調した

53）
。

　マトスの発言には，パナマ代表ガレー（Narciso Garay）も賛同した。彼は，1907年ハーグで開
かれた万国平和会議で採択された協約の一つであるポーター提案書（Porter proposal）を取り上
げた。この協約は，武力によって債権を解決するには，債務国が債務問題を仲裁裁判所にかけさ
せないか，債務国が仲裁結果を忠実に実行しないか，あるいは債権国が仲裁の機会を得られない
かのいずれかの条件が必要であるとしている。この三つの条件は，国際法に対するラテンアメリ
カ諸国共通の認識であった。この共通認識を守るため，彼は，連盟理事会及び調査団が国家の主
権を侵害するような例外を認めないとする原則を堅持すべきであると唱えた。そして，他国で居
住する自国民の生活と財産の安全を保障することを理由に，他国の主権を侵害することは許され
るものではないと強調した

54）
。

　また，1932年３月５日に上海紛争解決のために開かれた連盟総会で，メキシコ代表オルテガ
（Romeo Ortega）は，次のように主張した。すなわち，主権尊重，領土不可侵，武力による現状
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変更の不承認は，国家の最低限の要求である。そして連盟は，各国が自国の意志によって選んだ
審判だ。したがって，連盟は国際社会に期待されるべく，国際法に基づき，国際秩序を維持する
役割を果たすべきである。加之，国家の主権や人権，及び国際社会の正義を守るとりでになるべ
きである，というものだ。
　このほか，南ヨーロッパの国々も猛然と日本の主張に反対した。例えば，1931年12月10日に満
洲への調査団派遣が決議された後，スペイン代表マダリアガ（Salvador de Madariaga）は，日本
は自ら提案した以上，今後は調査団の報告に遵い，満洲から早期撤兵する義務があると指摘した。
また，1932年３月５日の連盟総会で，スペイン代表スルエタ（Luis de Zulueta）は，連盟は三つ
の原則を堅持する必要があるとした。三つの原則とは，第一に，交渉に応じる条件を占領区から
の撤兵とすること。第二に，軍事力，あるいは連盟規約及び不戦条約の違反によって変更された
主権の事実に関してはこれを承認しないこと。第三に，官僚組織が健全ではない国に対しては，
正常な国と同様の国際義務を付与すべきものではないことである。さらに，リットン調査団の報
告を検討していた12月７日の連盟総会で，スペイン代表マダリアガは，連盟は報告の結論を率直
に受け入れ，満洲国を承認せず，満洲における日本の行動には賛成できないという立場を表明す
べきであると唱えた。彼の発言は，その場で直ちにギリシャ代表ポリティス（Nicolas Socrate 
Politis）の賛同を得る。ポリティスは，連盟規約に違反し，また，隣国の領土に野心を持つ日本
の行動を批判するべきであると主張した。
　こうした侵略反対の立場からの日本への非難には，東ヨーロッパ諸国も共鳴した。例えば，
1932年３月５日に上海紛争解決のために開かれた連盟総会で，チェコスロバキア代表ベネシュ
（Edvard Benes）は，他国の領土主権を尊重し，武力を紛争解決の手段として用いないとする連
盟規約第十条及び第十二条

55）
に日本政府は従う義務があると指摘する。そして，日本製品ボイコッ

トが日本の経済利益を侵害したことは事実であるが，この善後処理は連盟に任せるべきであり，
自国で勝手に行動するものではないと唱えた

56）
。

　また，リットン調査団の報告を検討していた1932年12月26日の連盟総会で，同代表は，満洲及
び上海における日本の軍事行動を合法的な自衛措置と認めることはできず，満洲国は現地中国人
住民の自発的な意志によって建国されたものでもないとした。さらに，中国政府に唆された排外
宣伝や日本製品ボイコットなどの活動は肯定すべきではないが，武力によって他国を侵略した事
実のほうがより一層非難されるべきであると指摘した。こうした事実を鑑み，彼は，連盟はリッ
トン調査団報告を採択するべきであり，また，日本に妥協せず，連盟規約を守る決意を国際社会
に示すべきであると強調した

57）
。

　ベネシュのような考え方は，東ヨーロッパで孤立した存在ではなかった。例えば，1932年３月
８日に上海紛争解決のために開かれた連盟総会で，ハンガリー代表アルベルト伯爵（Count 
Albert Apponyi）は，連盟は特定の国あるいは特定の集団の道具になるべきではなく，連盟が規
約を堅持しなければ国際社会に信頼されないと指摘した

58）
。

　連盟規約が堅持されてこそ，連盟の存在意義が認められるとする主張は，北ヨーロッパ諸国に
も支持されることになる。例えば，1932年３月５日の連盟総会で，スウェーデン代表レーフグレ
ン（Jonas Eliel Lofgren）は，目下極東地域で発生した衝突は戦争であると言っても過言ではない
と述べた。そして，他国の領土で軍事活動が展開されている以上，これは当然連盟規約及び不戦
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条約に違反している。このような事実を鑑み，スウェーデン政府は２月16日に連盟理事会が日本
に提出した「連盟規約第十条を無視して築かれたあらゆる既成事実に対して，連盟国はこれを合
法的かつ有効的とは認められない」とする通告を支持するとした

59）
。また，12月26日の連盟総会で，

スウェーデン代表ウンデン（Bo Osten Undén）は，いくら隣国に迷惑を掛けられても，それは戦
争の理由にはならず，隣国の土地を併合することも許されるものではない。スウェーデン政府は，
連盟がリットン調査団の報告を採択すべきであり，また，満洲国を承認することは既存の国際義
務や条約規定に違反する行為だと宣言すべきである

60）
と唱えた。

　ウンデンの発言は，同じ議場にいたノルウェー代表ランゲ（Christian Lous Lange）にも支持さ
れた。ランゲは，ノルウェーは満洲国の承認に反対するとともに，「連盟国は，連盟規約第十条
を無視して行われた連盟国領土の保全に対する侵害およびその政治的独立を損なう行為を非合法
とし，これを承認しない」とする1932年３月11日の連盟総会決議を有効なものとして認めるとし
た
61）
。
　このように，集団的な発言によって，事変に対する各地域の関心が訴えられたほか，連盟規約
遵守の立場から個別に積極的な発言をした国もあった。例えば，ペルシア代表セファボディ
（Anochirevan Khan Sepahbodi）は，1932年３月５日の連盟総会で次のように主張した。弱国を強
国の非正義の侵略，攻撃，侮辱，及び傷害から守るのは連盟の責任である。したがって，目下満
洲と上海で発生した紛争に対して，連盟が責任を果たせなければ，我ら東側諸国を大いに失望さ
せることになるだろう。いまこそ連盟にもっとも重要なのは，原則遵守の力を国際社会に示し，
規約を日和見主義者の勝手な解釈にまかせて連盟の精神を歪めさせることを許さないことである。
さらに，連盟には国際社会に平和を齎す力があることを示さなければならない

62）
。

　1933年２月24日，十九人委員会起草による勧告案を採決する連盟総会で最後に発言したのは，
リトアニア代表ザウニアス（Dovas Zaunius）である。彼は，連盟の任務は規約第十五条第四項

63）
を

執行することに止まるべきではないと指摘した。すなわち，連盟の任務が報告書の採決にのみ終
われば，「侵略者は国際社会の義務や正義を無視しても罰を受けず，さらに侵略で奪った成果を
享受できることになる」とし，「連盟は十九人委員会起草による勧告案を採決した後も，日中紛
争に対する関心を維持すべきである」と訴えた。
　ところで，このように連盟規約を第一義とする国がある一方で，理念と現実のバランスが重要
であるとする国も当然のことながら存在した。例えば，1932年３月５日の連盟総会で，スイス代
表モター（Giuseppe Motta）は，中国代表が連盟への日中紛争の提訴を従来の規約第十一条

64）
から

第十五条に改めたことには賛成を示しつつ，両条項の性質の違いから連盟の対応にも変化が生じ
るだろうことを指摘した。つまり，日中紛争を第十五条第九項

65）
に当て嵌めるのみならず，第十六

条
66）
が引用される可能性が出てくる。その場合，日本に経済制裁を加えることになる恐れがあるた
め，この問題はなお慎重に対応すべきである。そこで彼は，総会の下に委員会を創設することを
提案した。すなわち，総会は日中両国の紛争を直接処理せず，この新しくできた委員会に廻す。
そして，委員会が紛争原因を究明し，平和維持の具体的な方法を検討して，総会に建議案を提出
する。言い換えれば，委員会設置によって時間を稼ぎ，総会と日本の対立を避けようとしたとい
うことだ。
　こうしたスイス政府の立場は，その後の言動によってさらに明瞭になる。1932年12月７日の連

（　　）

11満洲事変をめぐる列強の態度と国際公議の醸成（黄）

11



盟総会で，モターは日本政府代表松岡洋右の発言に賛成の部分がみられると指摘した。詳述すれ
ば，リットン調査団の報告を巡る日本政府の立場が全面的に反対であるという理解は誤解である。
同報告に日本は反対であり，中国は賛成であるというのが，諸国の受けた印象であったが，事実
ではなかった。リットン調査団の報告は二つの部分に分けられ，前者は中国の現状に関する論述，
後者は紛争解決に関する提案である。日本は前者に賛成し，後者に反対した。逆の立場である中
国は前者に反対し，後者に賛成した。日中両国の紛争に関するスイス政府の理解では，全てが日
本側の非とはされなかった。しかし，モターは満洲国の成立が規約第十条と第十二条に違反する
ため，日本政府が連盟の調停を要請し，同国の設立を諦めることを切望していると強調した。
　以上述べてきた事実を纏めると，国民政府は連盟に全面的に依拠する対応をとってきた。他方
で，事変に対する日本政府の対応は，内閣の交代によって二つの時期に分けられる。前半は若槻
内閣と犬養内閣の時期であり，後半は斉藤内閣の時期である。前半の特徴は，事変に対する連盟
の直接的な干与に反対しつつ，連盟との対話を重視した点である。そして，九カ国条約の枠内で
紛争を解決しようと努力した。後半になると，既成事実によって，連盟に事変調停を斡旋する余
地さえ与えなくなった。
　九カ国条約国のうち，事変への対応がもっとも明確だったのはアメリカである。ただし，アメ
リカ政府の政策は中国の現状を変更することに対する不承認に止まり，それ以上の対抗策は打ち
出せなかった。他の加盟国がイギリスに倣って，条約上の権益が侵害される前に行動を起こすこ
とは尚早であるという理由から，アメリカの不承認政策に賛同しなかったからである。
　イギリスの基本的な立場は日本との対抗を避けることであったが，連盟の常任理事国である以
上，その運営上，日本の軍事活動を是として黙認することはできなかった。イギリス政府が取り
えた対応は，あくまで国際連盟で採択された勧告の決議に乗ったことに止まり，それ以上の対抗
的な措置は取られなかったのである。
　極東から遠く，利害関係の薄いラテンアメリカや南ヨーロッパ，東ヨーロッパ，北ヨーロッパ
の加盟国は，逆に連盟規約を第一義とすべきであると主張した。日本の軍事活動を侵略的な行為
であると認識した彼らは，日本に対する制裁を訴えた。他方，イギリス政府や英連邦，スイスな
どは連盟と日本との決裂を避けたいとし，また，中国側にも紛争の責任があるという理由から，
一方的に日本を批判することには反対した。
　55の加盟国を擁する国際連盟では，あらゆる決議は合議制に依るしかなかった。問題に対する
共通認識を纏められない限り，決議にはならない。満洲事変をめぐる諸国の利益と認識には，大
きなずれがあった。よって，共通認識を獲得する過程で互いに牽制し，また，話し合って妥協す
ることは不可欠であった。このことが，事変に対する勧告案の作成に十七ヶ月をも要した原因に
なったのだ。
　其の中の流れとして，特書すべきことは，四つの重要事項があると考えられる。第一は，1931
年11月21日に，日本政府が理事会に紛争の真相解明のため，連盟から中国現地への調査団派遣を
提議した

67）
ことであった。この提案は，同年の12月10日の理事会において全会一致で可決される

68）
。

その後，調査団は英米仏独伊の五カ国から選定され，イギリスのリットン伯爵（Victor Alexander 
George Robert Bulwer-Lytton）を団長とし，翌年１月25日に成立され，２月３日に中国へ出発した。
　第二は，1932年１月28日，日中両国間に，上海で新たに衝突が起こったことである。中国政府
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12 立命館経済学（第62巻・第１号）

12



はこの事件を利用して，連盟に対して，規約第十条（領土保全と政治独立），第十五条（連盟理事会
の紛争審査）によって改めて日本を提訴した。第十五条で提訴する場合，理事会の過半数の表決
により，勧告を入れた報告書を作成することができ（第四項），紛争当事国の一方の要求があれば
連盟総会の場に持ち込むことができる（第九項）。言い換えれば，全会一致を原則とする理事会の
手続きとは根本的に異なるプログラムになる

69）
。

　このような提案に対して，日本政府が反対の姿勢を示した。規約第十一条
70）
に基づき，調査団を

組織し極東へ派遣しようとする。その段階になって，連盟が中国の要請により，第十五条
71）
での提

訴に変更することは，問題を更に複雑にさせるだけであるとした。すなわち，第十一条と第十五
条は性質が異なるので，対応も異なる。戦争をいかに調整するかが第十一条の目的であるが，第
十五条の目的は国交断交をいかに調停させるかにある。並行する規約を同時に援用するのは不可
能であり，よって，理事会は第十一条に基づき，既定の調整活動を継続すべきであると訴えた。
また，紛争を解決する方法として，両国の直接交渉が最適であるにもかかわらず，中国は日本の
提議を拒否している。このように中国には問題解決の誠意がなく，日本政府は中国政府の新たな
提訴には反対する，と主張した

72）
。

　ところで，フランス籍ポールーボンクール（Joseph Paul-Boncour）新議長は，日本政府の反対
意見に対して，まったく別の見解を示した。理事会には，加盟国が規約第15条に基づいて提出し
た訴えが正当かどうかを判定する権限はなく，条文に従って対応するのが理事会の義務である。
すなわち，第15条に基づいて連盟に提訴するのは加盟国の権利であり，理事会はその権利を否認
する権限を持たない。また，1927年９月26日，理事会は規約第11条を廻って，ほかの規約との関
連を検証する決議を出した。この決議によれば，第11条に基づいて進行しているこの活動は，他
の条項の下で行われようとする活動を妨げることにならないとした。
　第11条と第15条が相互に矛盾しないとされたため，理事会は，規約第15条を援用して日中紛争
を提訴する中国の行動を認めるとの結論を下した。１月29日の会議は，この議長の採決によって
休会した

73）
。

　第三は，以上述べた採決によって，1932年２月19日の理事会で，理事会議長ポールーボンクー
ルは，規約第15条に基づき，日中紛争案を以後，総会に移すと表明したことである。この表明を
したことによって，満洲事変は1932年３月３日に総会に持ち込まれるようになった。言い換えれ
ば，総会に移すことによって，事変は大国の密室での議論から解放された。凡ての加盟国が事変
への参与を許され，また，中国も総会を通して，全世界に自国の主張を訴えることができるよう
になったわけである。
　第四は，十九人委員会は1932年３月11日連盟総会議長トーマス（Paul　Hymans）の提案によっ
て，組織されたことである。つまり，紛争当事国を除く12名の理事国代表，及び総会が秘密投票
によって選挙する６名の委員

74）
の計19名からなる委員会を設け，1931年９月30日及び12月10日の理

事会において採択された決議の実行を監督する。また，上海における停戦および日本軍の撤収に
尽力し，更に，総会に報告書を提出する任務を負うとするものである。
　したがって，この提案が採決された

75）
ことによって，紛争解決の方法を求める責任を同委員会に，

持たせることになり，満洲事変に対応するための国際連盟の諮問団体になったわけである。
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五　日本の連盟脱退

　連盟から中国現地への派遣したリットン調査団の報告は，1932年10月２日に公表された。同報
告を審議するため，理事会は同年11月21日に再開された。
　会議の冒頭で松岡洋右代表が発言し，次に国民政府の顧維鈞代表が登場した。両者が論議した
のは，田中上奏文の真偽，満洲における日本軍の軍事活動を自衛行為として認められるかどうか，
満洲国の独立を住民の自発的な行為として認められるかどうかなどの課題であった

76）
。

　両者の発言は平行線をたどり，他の代表も弁論に参与しようとしなかったため，11月25日，ト
ーマス議長はこの問題を総会に移すことを提議し，11月28日に理事会に同意された

77）
。

　連盟総会は1932年12月６日午前に開かれ，トーマスが議長をつとめた。四日間の会議で，日中
両国の代表のほか，24カ国が発言した

78）
。大部分の代表者は，調査団の報告を承認するとし，事件

は連盟が国際平和を守ることができるかどうかの評価に関わるものであり，日本の責任を誤魔化
してはいけないと強調したが，一部の代表は異なる意見を述べた。既述のように，カナダ代表カ
ーハンやオーストラリア代表ブルースは，紛争の責任がすべて日本側にあるとは限らないとし，
日本に対する一方的な非難に反対した。また，イギリス代表サイモン外相は，紛争解決を第一義
とすれば，連盟規約に拘るより，むしろ現実を重視すべきであると唱えた。彼は，現実的に事変
前の状況を回復することが不可能である以上，これを放棄するしかないとし，この問題を解決す
るためには，米国とソ連との協力が必要であるとした

79）
。

　このように議論が対立するなか，最終的にはチェコとスイスが提出した妥協案によって決着が
付けられた。すなわち，十九国委員会がリットン報告書を検討し，総会に解決案を提出するとい
うものである。この提案は12月９日総会によって採択された

80）
。

　総会の決定に基づき十九人委員会は12月12日に招集され，同日にはベルギー，英，仏，スペイ
ン，チェコ，の五カ国の代表を起草委員会として選出した

81）
。起草委員会の最初の報告は12月15日

に提出され，異議なしで当日の十九国委員会に通された。決議案が二つ，声明書が一つである。
　決議案（甲）：⑴1932年３月11日の総会決議を本案処理の基準とする。⑵連盟規約，不戦条約，
九カ国条約を尊重する。⑶リットン報告書第九，第十章を本案解決の原則とする。⑷和協委員会
（Committee for conciliation）を組織し，日中当事両国と協議する。⑸米，ソ両国を招き，和協委
員会に参加させる。⑹1933年３月１日までに調停に関する報告書を提出する。⑺期限内に当事国
が合意に達しなければ，報告書を総会に報告しなければならない。⑻総会は休会せず，主席は随
時召集できる。
　決議案（乙）：⑴リットン報告書を公正と認める。⑵その事実は調査団報告書の最初の８章を
根拠とする。
　理由書は，事変前の状況を回復することは非現実的であるとしながらも，満洲の現組織を認め
ることも妥当ではないとした

82）
。

　十九人委員会の決議案に対し，国民政府は大筋を認めつつ，面目に関わる細部を修正するとい
う立場をとった

83）
。他方，日本政府は全面的にこれを否定した。特にかかる交渉をした上，２月14
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日にいたるまでにも，日本政府の立場は満洲国を否認しえないであった
84）
。

　イーマンス議長は，日本政府が満洲国を放棄しない限り，連盟と日本政府の交渉の余地はない
と判断した。規約第十五条第三項に基づく調停工作が失敗したため，残された唯一の道は，第四
項に従って報告書と勧告案を纏め，総会に提出することであった。十九国委員会は，２月21日に
総会の開催を要請した

85）
。

　他方，ジュネーブ駐在の中国代表団は，満洲国の存廃を巡る十九国委員会と日本政府の交渉は
成立しないと早期に判断し，二月の初め頃には交渉失敗を前提とする中国側の工作が始まった。
２月３日に顧維鈞がリットンを訪ねたのは，その工作の一つである。
　当時，リットンも，規約第十五条第三項に基づく連盟の調停工作は失敗に終わると考えていた。
ただし，彼は，連盟の重心が第四項に移っても，満洲国を廃止させる圧力にはならないとした。
つまり，規約第十五条第四項による連盟の行動は，勧告書を提出し，日本の規約違反を指摘する
のみである。こうした工作は，道義上の非難に止まり，それ以上の制裁手段を伴わないので，日
本政府の譲歩を引き出すのは不可能であるとした。
　彼の指摘は，次のようなものである。日本政府は連盟に残り，次の理事会の議長を担当する国
になっているので，放棄は考えられない。その代わり，日中紛争に関する連盟の調停工作には一
切乗らず，また，軍縮会議から撤退するだろう。中国は連盟を通して両国の紛争の非が日本側に
あると証明させたので，それなりの効果を挙げたと評価できるが，連盟に対してこれ以上の期待
は寄せないほうが理性的であろう。
　連盟は日本に制裁を与えることが出来ないが，日本を孤立させることはできる。今回の事件を
通して日本政府の面目は存分に潰されたので，政府内閣の交代は期待できよう。つまり，外交的
な失敗の責任をとって現内閣が辞職し，より理性的な内閣が誕生することが，現在の国際社会に
おける共通の願いである。リットンはこう語った

86）
。

彼の予測は，直ちに国民政府に報告された。つまり，顧維鈞もリットンの考えに同調し，日本が
連盟に残るだろうと観察した。しかし，彼らの予測は外れた。斉藤内閣は，２月20日に開かれた
閣議で，連盟総会が十九国勧告案を採択した場合には連盟を脱退するという方針を決定した

87）
。

　もちろん閣議決定は，外部には漏らされなかった。外部が理解していたのは，十九国勧告案が
リットン調査団の報告書より，更に日本に対して不利であったということである

88）
。

　２月24日の総会はイーマンス議長の主催の下に始まったが，冒頭発言したのは中国の顔代表で
あった。彼は，勧告案が出来上がって，17ヶ月に亘って中国国民が日本の侵略被害を蒙ってきた
のは無駄ではなかったと述べる。そして，国際正義を守る活動においても，連盟はさらなる権威
と活力の新しいイメージを獲得した，と指摘した。
　また，勧告案の内容に対して，次のように評価した。すなわち，紛争の主な原因は，日本が満
鉄沿線につくりだした権力によって，この地域における中国の主権行使に影響を与えられている
ことである。満洲における日本の軍事活動は，自衛の処置とは認められない。日本政府が強く批
判した「ボイコット」については，報告書は報復行為の範疇にあるものとしている。また，1931
年９月18日以降に発生した一連の事件に関しては，中国側には責任がない，とした。さらに，紛
争解決の方法として，満鉄付属地外の日本軍の撤退や，その期限を決定する交渉を優先的に進め
るべきである。また，中国政府と満洲地方当局の間における権力帰属の決定は，中国政府に任せ
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るとしている。以上の見解は，中国政府の従来の主張と一致するものである。
　さらに，顔恵慶は，勧告案にはいささか手落ちのある感が否めないが，中国政府は連盟の忠実
な加盟国の一員として，第三者による正確な判断を信頼する。そして，勧告案に賛成票を投じ，
同案の一切の提案条項を全面的に受け入れることを保証する，と表明した

89）
。

　次に発言したのは，松岡洋右である。彼の発言は三つの部分に分けられる。まず，紛争がもた
らされた背景が説明される。彼は，事変勃発の根本的な原因は「中国が無秩序状態にあり，民衆
は隣国に対する義務を意識せず，自我主張の恐るべき時相を現出している点にある」とした。さ
らに，日本はこのような中国の混乱に直面し，「長年の間，忍耐に忍耐を重ねて，中国民族に対
する数々の不満を友誼的方法によって解決せんと努力してきた」にもかかわらず，「中国は日本
人を以て徹頭徹尾侵略者なりと見なし，過去の歴史的事情を全く無視して，日本人は何等満洲に
留まる理由を有せざるかの如く，日本人は満洲開発に参与すべからずと為して，日本人の満洲立
退きを要求するにいたった」のである。日本は満洲のために二回の戦争を行い，特にその一つは
国家の存亡をかけたものであった。日本にとって，満洲がいかに重要であるのか，贅言を要さな
いであろう，と彼は訴えた。
　次に，松岡は，勧告案がリットン報告書に基づいていることを非難した。例えば，満洲の住民
が中国人であるとする考え方を挙げた。彼によると，「近年中国から満洲へ入った移住民も満洲
の人口の大半を占めるものではない。概略十分の一あるいは多く五分の一くらいのものである。
人口の大部分は正確には満洲人と称さるべきものである」。「これら人民の大多数は，未だ曾て中
国に住居したことなく，したがってリットン報告書にある如き中国に対する愛着なぞ毛頭持って
いないのである。この点に関して，報告書は明らかな誤謬を犯している」。また，リットン報告
書は満洲の近代化に対する日本の偉大な貢献を忠実に記載していない。すなわち，「関東租借地
における整然たる都市，満鉄付属地の繁栄状態，広大な採鉱と工業企業，学校，病院，技術的諸
機関，すべてこれらは，中国行政下においては全く存在し得ぬものであり，彼地に対する我が国
民の奉仕の証左に他ならないものである」とした。
　最後に彼は，勧告案は満洲に国際的管理を設定，あるいは中国の主権を確立しようとし，あま
りに現実と乖離しており，日本政府は受諾できないとして，その理由を次のように述べた。すな
わち，「パナマ運河地帯に同様の管理を設定せんとすれば，アメリカ人はこれに同意するであろ
うか。同様にエヂプトを例に取ればイギリス人は果たしてこれを許容するであろうか」として，
満洲に国際的管理を設定することは，日本人に傷をつけることに他ならないと論じた。また元来，
満洲における中国の主権は名目的なものに過ぎないにもかかわらず，勧告案は「従来中国が曾て
有しなかった権力と勢力を満洲へ伸ばすことを期している」とした。このような現実と乖離した
勧告案には，連盟がいかなる方法でこれを実行するだろうか。日本政府は，極東の平和のため，
また全世界の平和のために，勧告案の不採択を要請する，とした

90）
。

　松岡の発言の後に続いて登場したのは，ベネズエラ代表スメータ（M. Zumeta）である。彼は，
直ちに採決に入るよう訴えた。彼は，「連盟に提訴するだけで奇跡が起こるのを期待するのは，
非現実である。しかし，連盟規約の違反によって生じた状況を許容すれば，さらに険悪である」
とした。
　スメータの早期採決論はカナダ代表リドル博士（Dr. Riddell）に支持された。リドル博士は
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「紛争を平和的に解決できるという従来の信念が動揺していることは，国際輿論にも反映されて
いる。こうした状況が継続すれば，連盟が長期にわたって築いてきた国際安全秩序が打ち崩され
る恐れがある」と強調した。
　続いて登場したのはリトアニアのザウニアス代表である。彼の発言は，これまでにも紹介され
たことがあるが，連盟が勧告案を採決した後にも，日中紛争に対する関心を怠らないようにすべ
きであると主張した

91）
。

　ザウニアスの発言が終わると，イーマンス議長が表決に移ると宣告した。投票総数44のうち，
賛成は42で，反対と棄権はそれぞれ１であった。中国は賛成，日本は反対で，シャムが棄権した。
議長は，紛争当事国を除く十二の理事国は全員賛成し，また，賛成票が過半数であるため，勧告
案は採択されたと宣言した。
　他方で，議長は，同案が採択されても，「実際の仲裁権を持たず」，「当事国に紛争解決の方法
を提案しうるのみである」と説明した。また，反対票を投じた日本の行動に対して，「自己を孤
立させる独断専行の行為であり，他国への配慮はまったくみられない」と評価した

92）
。

　議長のコメント終了後，松岡が発言を求めた。彼は採択を遺憾とし，日本政府は日中紛争の解
決に連盟と協力してきたが，すでに限界に達したと声明して，随員とともに総会会場から退場し
た
93）
。
　連盟事務局に対して日本政府が正式に脱退を通告したのは，３月27日のことである

94）
。日中紛争

問題は，日本の連盟脱退によって，未解決のまま連盟に残された。連盟総会における1933年２月
24日の決議によって，日中両国の交渉支援のために設置された委員会が日中紛争解決を直接担当
することとなった

95）
。この委員会の勧告を受け入れ，満洲国を国際社会から徹底的に追放するため，

６月12日，連盟国は満洲国との間に郵便，衛生，通貨，為替，領事，税関，査証など国に関する
事業の交流を一切禁止すると決定。ただし，この勧告が委員会の唯一の活動となり，その後事実
上活動を停止することになった

96）
。

六　おわりに

　正義を守ることより，むしろ大国間でお互いの既存勢力範囲を尊重することが，国際秩序を維
持できる前提であることは，従来国際政治のルールである。このルールは，満洲事変をめぐる列
強の態度に裏付けられたものであるし，また，国際連盟の対応にも反映される。
　周知のように，55の加盟国を持つ連盟としては，かかる活動を運営する中心となるのは，理事
会である

97）
。理事会では，当事国の日本をはじめ，ほかの英，仏，独，伊常務理事国も，満洲は日

本の勢力範囲であり，満洲事変に巻き込まれないことこそが，国際秩序の維持につながると判断
した。したがって，初期には，事変を両国間の紛争として扱い，両国の直接交渉による問題の解
決が図られた。
　しかし，日本軍は南満洲の既存の勢力範囲を越えて上海でも事変を起こし，中国における列国
の中心的な利益を直接脅かし，連盟の事変への対応も変化した。つまり，常任理事国としては，
自国の利益や国際秩序を維持する角度からも日本の軍事活動を黙認することはできず，理事会は，
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事変に参与し始めた。1932年１月29日，規約第十五条によって日中紛争を提訴する中国の行動を
認めると結論を下したが，これはその変化を端的に語っている。他方，連盟は上海の停戦調停に
積極的に参与した。
　規約第十五条によって，同年３月３日，連盟は臨時総会を開催した。この総会の開催によって，
事変は大国の密室での議論から解放された。凡ての加盟国が事変への参与を許され，また，中国
も総会を通して，全世界に自国の主張を訴えることができるようになった。
　国際連盟は，そもそも国際政治の場を舞台にして理念を訴えるところである。言い換えれば，
国際連盟は国際社会における共通認識を醸成するところだ。この共通認識を醸成する目的は，国
際秩序を維持することにある以上，いかに国際秩序を破壊することを阻止させようとすることは，
加盟国の共通の希望である。満洲事変期における中国側の主張が国際連盟において共鳴を得たこ
とは，中国が唱えた理念が加盟国の共通の利益になり，また，加盟国の共通認識として認められ
たことを意味している。中国が国際社会の主流の立場を獲得することは，その反面として，日本
が国際社会の反主流に追いやられることを意味した。日本は「非」の立場に立たされ，国際社会
と正常な交流を維持できなかったのである。
　言い換えれば，従来，「列強」と「直接的な行動力」を念頭にしか入れなかった日本政府の外
交政策は，今度「国際公議」という新興した政治力に突き当たった。この新興した政治力は，
「直接的な制裁行動」を動かせる力を持たないが，日本を孤立させようとする「モラル的な牽制
力」を持っている。この孤立が日本をして，いかなる国際政治の行き詰まりを持たせたのか，そ
の後の日本の歩んだ道が雄弁に語るであろう。
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